
 

厚木精華園家族会会則 
第１章 総  則 

   （目 的） 

第１条 本会は会員相互の親睦融和を図りながら、厚木精華園の利用者を人生

の主体者として尊重し、また利用者の代弁者として厚木精華園に対し

意見具申等を行い、利用者一人ひとりの幸福な生活が維持できるよう

に支援することを目的とする。 

   （名 称） 

第２条 本会は厚木精華園家族会（以下｢家族会｣という。）と称し、事務局を厚

木精華園内に置く。 

   （会 員・会 員 資 格） 

第３条 本会の会員は厚木精華園利用者の家族及びそれに準ずる者(賛助会員)

をもって構成する。会員資格は家族会費の納付者とする。 

  ２ 会員は家族会費の納付の義務があり、２年連続して未納付の場合は会 

    員の資格失う。 

   （事 業） 

第４条 本会は第１条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

（１）原則として毎月家族と職員の会を開催して、利用者の福祉増進を図る。 

（２）厚木精華園の事業に対し全幅の協力をする。 

（３）慶弔規定に基づき、利用者と会員への慶弔を表す。 

（４）その他本会発展のための特別事業。 

  （特 別 事 業） 

第５条 本会は特別事業推進のための特別会計(みどり基金)を設ける。 

  

第２章 役  員 

 （役 員） 

第６条 本会は次の役員を置く。 

（１）会長１名 副会長２名 会計１名 書記１名以上（以上４役） 

代表幹事３名（各課毎１名） 幹事６名（各課毎２名） 

会計監査１名以上 

（２）顧問または相談役若干名 

   （役 員 の 任 務） 

第７条 役員の任務は次のとおりとする。 

（１）会長は本会を代表し総会並びに役員会を招集し会議の議長となる。 

（２）副会長は会長を補佐し会長に事故があるときは会長の任務を代行する。 

（３）会計は本会の収入支出を司り、決算事務をもって総会に報告する。 

（４）書記は総会並びに役員会の議事を記録し庶務事項を司る。書記が欠席

した場合は議長に委任する。 

（５）代表幹事及び幹事は会長、副会長を補佐し総会に附する議事を評議し

決議する。 

（６）会計監査は会計の監査をする。 



 

（７）顧問または相談役は会長の諮問機関とする。 

   （役 員 の 任 期） 

第８条 第６条第１号の役員の任期は幹事を除く役員は２年、幹事は１年とす

る。ただし再選を妨げない。 

 ２ 各役員に欠員が生じたときには速やかに補充し後任者は前任者の残任期 

   間とする。 

   （役 員 の 選 出） 

第９条 第６条第１号の役員の選出は会員のうちから次の方法によって行う。 

（１）役員（代表幹事及び幹事を除く）は総会において選出する。 

（２）代表幹事及び幹事は課別の互選とし、総会の承認を受ける。 

２ 第６条第２号の役員は役員会の推薦により、会長が委嘱する。 

 

第３章 会  議 

   （総 会） 

第１０条 総会は毎年５月に開催する。ただし会員の２分の１以上の要請によ 

り臨時総会を開催することができる。 

第１１条 総会は２分の１（委任状を含む）以上の出席をもって開催し、決議 

     は出席者の過半数の同意を必要とする。 

第１２条 総会の付議事項は次のとおりとする。 

（１）会則の改廃 

（２）役員の選出 

（３）事業計画及び予算 

（４）事業報告及び決算 

  （役 員 会） 

第１３条 役員会は原則として毎月１回開催する。ただし構成員の過半数が出 

     席または同意しなければ成立しない。 

第１４条 本会の運営に関し、必要な細則は会則に反しない限り、役員会の決 

     議により定めることができる。 

 

             第４章 会  計 

（会 計 年 度） 

第１５条 本会の会計年度は、毎年４月１日に始まり翌年３月３１日に終る。 

    （経 費） 

第１６条 本会の経費は、会費、預金利子及び寄附金等をもってこれに充てる。 

    （会 費） 

第１７条 ４月１日在籍者の家族の会費は年額６，０００円とする。年度途中 

     の入会者の会費は月割りとする。 

  ２ 会費は事情により減免することができる。 

第１８条 前条第２項の規定については会長に委任する。 

第１９条 会費は毎年原則として総会時に納付するものとする。 

第２０条 納入した会費はその理由の如何を問わずこれを返戻しない。 
      附  則 



 

   本会則は平成６年７月１日から施行する。 

      附  則 

   本会則は平成１０年５月５日から施行する。 

      附  則 

   本会則は平成１５年５月４日から施行する。 

      附  則 

   本会則は平成１９年５月２０日より施行する。 

      附  則 

   本会則は平成２０年５月１８日より施行する。 

      附  則 

   本会則は平成 22 年５月１６日より施行する。 

      附  則 
   本会則は平成 2４年５月１３日より施行する。 

附  則 
   本会則は平成 2５年５月１２日より施行する。 

附  則 
   本会則は平成 2６年５月１１日より施行する。 

附  則 
   本会則は平成 2６年６月１日より施行する。 

附  則 
   本会則は平成３０年５月１２日より施行する。 

附  則 
   本会則は令和７年５月１７日より施行する。 


